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(57)【要約】
【課題】画像データの複数の領域を並行して編集するこ
とが可能な画像処理プログラム、画像処理装置、及び画
像処理システムを提供する。
【解決手段】電子ペーパシステム１Ａは、大画面表示部
２１にドキュメントデータを表示する大画面表示装置２
Ａと、ドキュメントデータのうち編集対象として選択さ
れた編集用画像データを表示記憶する光書込み型の複数
の電子ペーパ３Ａと、複数の電子ペーパ３Ａの情報を管
理し、ドキュメントデータの画像処理を行うシステム制
御装置４と、ドキュメントデータを記憶管理する文書管
理サーバ５と、大画面表示部２１に表示された画像の一
部を電子ペーパ３Ａに書き込むためのパルス電圧を発生
する光書込電圧発生装置６と、電子ペーパ３Ａに対して
手書き入力された筆跡データを入力する手書き入力装置
７と、各装置間を相互に接続するネットワーク１０とか
ら構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表示画面への表示用画像データのうち編集対象として選択された編集用画像デー
タの前記第１の表示画面上の座標で表された位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　第２の表示画面に表示された前記編集用画像データに対して上書きされたデータを前記
第２の表示画面上の座標で表された追記データとして取得する追記データ取得手段と、
　前記第２の表示画面上の座標で表された前記追記データを前記第１の表示画面上の座標
に変換する座標変換手段とをコンピュータに実行させるための画像処理プログラム。
【請求項２】
　さらに、前記表示用画像データと前記第１の表示画面上の座標に変換された前記追記デ
ータとを合成する合成手段を有する請求項１に記載の画像処理プログラム。
【請求項３】
　さらに、前記表示用画像データと前記編集用画像データとして選択された領域を表す選
択情報とを合成する合成手段を有する請求項１に記載の画像処理プログラム。
【請求項４】
　前記追記データ取得手段は、前記編集用画像データが表形式のデータである場合に、項
目に対応するデータが存在しないとき、その項目を削除して表示サイズを小さくする処理
を行い、処理後のデータを前記第２の表示画面への表示用とする請求項１に記載の画像処
理プログラム。
【請求項５】
　第１の表示画面への表示用画像データのうち編集対象として選択された編集用画像デー
タの前記第１の表示画面上の座標で表された位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　第２の表示画面に表示された前記編集用画像データに対して上書きされたデータを前記
第２の表示画面上の座標で表された追記データとして取得する追記データ取得手段と、
　前記第２の表示画面上の座標で表された前記追記データを前記第１の表示画面上の座標
に変換する座標変換手段とを備えた画像処理装置。
【請求項６】
　さらに、前記表示用画像データと前記第１の表示画面上の座標に変換された前記追記デ
ータとを合成する合成手段を備えた請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　さらに、前記表示用画像データと前記編集用画像データとして選択された領域を表す選
択情報とを合成する合成手段を備えた請求項５に記載の画像処理。
【請求項８】
　前記追記データ取得手段は、前記編集用画像データが表形式のデータである場合に、項
目に対応するデータが存在しないとき、その項目を削除して表示サイズを小さくする処理
を行い、処理後のデータを前記第２の表示画面への表示用とする請求項５に記載の画像処
理装置。
【請求項９】
　表示用画像データを第１の表示画面に表示する第１の表示装置と、
　前記表示用画像データのうち編集対象として選択された編集用画像データを第２の表示
画面に表示する第２の表示装置と、
　前記編集用画像データの前記第１の表示画面上の座標で表された位置情報を取得する位
置情報取得手段、前記第２の表示画面に表示された前記編集用画像データに対して上書き
されたデータを前記第２の表示画面上の座標で表された追記データとして取得する追記デ
ータ取得手段、及び前記第２の表示画面上の座標で表された前記追記データを前記第１の
表示画面上の座標に変換する座標変換手段を有する処理装置とを備えた画像処理システム
。
【請求項１０】
　前記第２の表示装置は、表示画面の書き換え可能な電子ペーパである請求項９に記載の
画像処理システム。
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【請求項１１】
　前記第２の表示装置は、光の照射と電圧の印加により表示画面の書き換え可能な光書込
み型の電子ペーパである請求項９に記載の画像処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理プログラム、画像処理装置、及び画像処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の参加者による会議やプレゼンテーションの場において、会議等を進行する上で必
要となる資料やデータ等の画像を、複数の参加者により同時に見ることのできる大画面表
示装置に表示し、会議等の発表者が大画面表示装置に表示された画像を用いて発表や説明
を行うことにより、複数の参加者による議論が活発に行われ、会議等を円滑に進行するこ
とができる。
【０００３】
　このような複数の参加者による会議等において使用される従来のシステムとして、大画
面表示装置と、ネットワークを介して大画面表示装置に接続された参加者の手元にある参
加者用の表示端末とを備えた会議支援協調作業システムが提案されている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００４】
　この会議支援協調作業システムは、複数の参加者により見ることのできる共用表示装置
（大画面表示装置）を制御する共用表示サーバに、ネットワークを介して複数の参加者用
の表示端末を接続したものである。このシステムによれば、複数の参加者用の表示端末に
共用表示装置に表示された画像と同一の画像を表示し、表示端末のカーソルで共用表示装
置のカーソルを制御することにより、参加者が表示端末と並行して共用表示装置の画像を
編集することが可能になる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－０２１５９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、画像データの複数の領域を並行して編集することが可能な画像処理プ
ログラム、画像処理装置、及び画像処理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するため、以下の画像処理プログラム、画像処理装置、及び
画像処理システムを提供する。
【０００８】
［１］第１の表示画面への表示用画像データのうち編集対象として選択された編集用画像
データの前記第１の表示画面上の座標で表された位置情報を取得する位置情報取得手段と
、第２の表示画面に表示された前記編集用画像データに対して上書きされたデータを前記
第２の表示画面上の座標で表された追記データとして取得する追記データ取得手段と、前
記第２の表示画面上の座標で表された前記追記データを前記第１の表示画面上の座標に変
換する座標変換手段とをコンピュータに実行させるための画像処理プログラム。
【０００９】
［２］さらに、前記表示用画像データと前記第１の表示画面上の座標に変換された前記追
記データとを合成する合成手段を有する前記［１］に記載の画像処理プログラム。
【００１０】
［３］さらに、前記表示用画像データと前記編集用画像データとして選択された領域を表
す選択情報とを合成する合成手段を有する前記［１］に記載の画像処理プログラム。
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【００１１】
［４］前記追記データ取得手段は、前記編集用画像データが表形式のデータである場合に
、項目に対応するデータが存在しないとき、その項目を削除して表示サイズを小さくする
処理を行い、処理後のデータを前記第２の表示画面への表示用とする前記［１］に記載の
画像処理プログラム。
【００１２】
［５］第１の表示画面への表示用画像データのうち編集対象として選択された編集用画像
データの前記第１の表示画面上の座標で表された位置情報を取得する位置情報取得手段と
、第２の表示画面に表示された前記編集用画像データに対して上書きされたデータを前記
第２の表示画面上の座標で表された追記データとして取得する追記データ取得手段と、
　前記第２の表示画面上の座標で表された前記追記データを前記第１の表示画面上の座標
に変換する座標変換手段とを備えた画像処理装置。
【００１３】
［６］さらに、前記表示用画像データと前記第１の表示画面上の座標に変換された前記追
記データとを合成する合成手段を備えた前記［５］に記載の画像処理装置。
【００１４】
［７］さらに、前記表示用画像データと前記編集用画像データとして選択された領域を表
す選択情報とを合成する合成手段を備えた前記［５］に記載の画像処理。
【００１５】
［８］前記追記データ取得手段は、前記編集用画像データが表形式のデータである場合に
、項目に対応するデータが存在しないとき、その項目を削除して表示サイズを小さくする
処理を行い、処理後のデータを前記第２の表示画面への表示用とする前記［５］に記載の
画像処理装置。
【００１６】
［９］表示用画像データを第１の表示画面に表示する第１の表示装置と、前記表示用画像
データのうち編集対象として選択された編集用画像データを第２の表示画面に表示する第
２の表示装置と、前記編集用画像データの前記第１の表示画面上の座標で表された位置情
報を取得する位置情報取得手段、前記第２の表示画面に表示された前記編集用画像データ
に対して上書きされたデータを前記第２の表示画面上の座標で表された追記データとして
取得する追記データ取得手段、及び前記第２の表示画面上の座標で表された前記追記デー
タを前記第１の表示画面上の座標に変換する座標変換手段を有する処理装置とを備えた画
像処理システム。
【００１７】
［１０］前記第２の表示装置は、表示画面の書き換え可能な電子ペーパである前記［９］
に記載の画像処理システム。
【００１８】
［１１］前記第２の表示装置は、光の照射と電圧の印加により表示画面の書き換え可能な
光書込み型の電子ペーパである前記［９］に記載の画像処理システム。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に係る画像処理プログラムによれば、画像データの複数の領域を並行して編集
することができる。
【００２０】
　請求項２に係る画像処理プログラムによれば、編集用画像データに追記されたデータを
表示用画像データに反映することができる。
【００２１】
　請求項３に係る画像処理プログラムによれば、画像データのうち追記が行われている領
域を容易に認識することができる。
【００２２】
　請求項４に係る画像処理プログラムによれば、第２の表示画面に多くの情報を表示する
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ことができ、編集が効率的になる。
【００２３】
　請求項５に係る画像処理装置によれば、画像データの複数の領域を並行して編集するこ
とができる。
【００２４】
　請求項６に係る画像処理装置によれば、編集用画像データに追記されたデータを表示用
画像データに反映することができる。
【００２５】
　請求項７に係る画像処理装置によれば、画像データのうち追記が行われている領域を容
易に認識することができる。
【００２６】
　請求項８に係る画像処理装置によれば、第２の表示画面に多くの情報を表示することが
でき、編集が効率的になる。
【００２７】
　請求項９に係る画像処理システムによれば、画像データの複数の領域を並行して編集す
ることができる。
【００２８】
　請求項１０に係る画像処理システムによれば、編集用画像データをネットワークの接続
環境によらず表示することができる。
【００２９】
　請求項１１に係る画像処理システムによれば、表示画像データから編集用画像データを
切り取って、それを電子ペーパに容易に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
［第１の実施の形態］
（電子ペーパシステムの全体構成）
　図1は、本発明の第１の実施の形態に係る電子ペーパシステムの概略構成を示す全体図
である。この電子ペーパシステム１Ａは、大画面表示部（第１の表示画面）２１、例えば
複数人が同時に認識できる程度のサイズの表示画面２１ａにドキュメントデータ（表示用
画像データ）を表示する大画面表示装置（第１の表示装置）２Ａと、大画面表示部２１に
表示されたドキュメントデータのうち編集対象として選択された編集用画像データを表示
記憶する媒体として、例えばＡ４サイズの光書込み型の複数の電子ペーパ（第２の表示装
置）３Ａと、複数の電子ペーパ３Ａの情報を管理し、大画面表示部２１に表示するドキュ
メントデータの画像処理を行うシステム制御装置４と、ドキュメントデータを記憶管理す
る文書管理サーバ５と、大画面表示部２１に表示された画像の一部を電子ペーパ３Ａに書
き込むためのパルス電圧を発生する光書込電圧発生装置６と、電子ペーパ３Ａに対してユ
ーザにより手書き入力された筆跡データ（追記データ）を入力する手書き入力装置７と、
大画面表示装置２Ａ、システム制御装置４、文書管理サーバ５、及び手書き入力装置７と
の間を相互に接続するネットワーク１０とから構成されている。
【００３１】
　なお、ドキュメントとは、数字、記号、文字列、又はそれらに写真、イラスト、図表等
のグラフィックスを組み合わせたものからなる文書である。このドキュメントには、例え
ば、新聞及び報告書のような文字列と複数のグラフィックを配置した文書や売上集計表の
ような統計的なグラフやスプレッド表を配置した文書が含まれる。また、このドキュメン
トには、機械製図や回路図等の工業図面、道路地図や地形図等の地図、２次元的に構造を
図示するメモリマップ、ＫＪ法による表記、組織図、及び家系図等も含まれる。そして、
これらドキュメントをデジタルデータとして記憶したデータがドキュメントデータである
。
【００３２】
　ネットワーク１０は、有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ等のローカルエリアネットワークであり
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、インターネットに接続されたネットワークであってもよい。
【００３３】
（大画面表示装置）
　大画面表示装置２Ａは、ドキュメントデータの画像を表示する上記の大画面表示部２１
と、キーボード及びマウス等の入力部とその入力部を用いて操作を行う際の操作画面を表
示する表示部とからなる操作コンソール部２３と、大画面表示装置２Ａの周囲環境におけ
る電界の変動を検出する電界変動センサ２４とを備えている。大画面表示装置２Ａの詳細
な構成については後述する。
【００３４】
　大画面表示部２１は、例えば、大型スクリーンに表示画像を投影するプロジェクタ、表
示画面の後ろから表示画像を投影するリアプロジェクタ、及び放電により発光する発光体
からなるプラズマディスプレイ等である。
【００３５】
　電子ペーパ３Ａには、ＲＦＩＤタグ１００が設けられており、ＲＦＩＤタグ１００は、
管理情報記録領域としてのＩＣチップ１００ａ及びアンテナ（図示せず）から構成されて
いる。ＲＦＩＤタグ１００のＩＣチップ１００ａには、管理情報として個々の電子ペーパ
３Ａに固有の電子ペーパＩＤが記録されている。この電子ペーパＩＤによって複数の電子
ペーパ３Ａの中から１つの電子ペーパ３Ａを特定することができる。
【００３６】
　大画面表示部２１には、表示画面２１ａの外側に第１及び第２のＲＦＩＤリーダ１０１
Ａ，１０１Ｂが設けられ、手書き入力装置７には、ＲＦＩＤリーダ１０１が設けられてい
る。これらのＲＦＩＤリーダ１０１Ａ，１０１Ｂ、１０１は、電子ペーパ３Ａに設けられ
たＲＦＩＤタグ１００のアンテナとの間で電磁誘導作用や電波を利用した通信を行い、Ｉ
Ｃチップ１００ａに記憶されている電子ペーパＩＤ等の管理情報を非接触で読み取るため
の回路を備え、それぞれ読み取った電子ペーパ３Ａの電子ペーパＩＤは、各装置の処理動
作に用いられる。
【００３７】
　また、大画面表示部２１には、表示画面２１ａの外側に電界変動センサ２４が設けられ
ており、電界変動センサ２４は、大画面表示部２１に表示された画像の一部を電子ペーパ
３Ａに書き込むために光書込電圧発生装置６の発生した電圧によって変動した電界を検出
し、ユーザにより電子ペーパ３Ａへの書き込み操作が行われたことを検出するように構成
されている。
【００３８】
　電子ペーパ３Ａは、光書込み電圧発生装置６に装着された状態で大画面表示部２１に接
触させて光書込み電圧発生装置６によるパルス電圧を印加することにより、大画面表示部
２１に接触させた領域の画像を表示記憶する。このとき、大画面表示部２１は、電子ペー
パ３Ａが大画面表示部２１に接触された位置として、表示画面２１ａの左上の点ＯＥ（Ｘ

Ｅ，ＹＥ）を原点とした表示画面２１ａ上の電子ペーパ３Ａの左上の点の座標Ｅ（ｘＥ，
ｙＥ）で表された書込位置情報を取得する。
【００３９】
　また、大画面表示部２１に接触された領域の画像が表示記憶された電子ペーパ３Ａは、
手書き入力装置７に装着され、その装着された電子ペーパ３Ａに対してユーザにより上書
きされた追記データは、手書き入力装置７により取得される。このとき、電子ペーパ３Ａ
に上書きされた追記データは、電子ペーパ３Ａの左上の点ＯＰ（ＸＰ，ＹＰ）を原点とし
た電子ペーパ３Ａ上の座標Ｐ（ｘＰ，ｙＰ）で表される。なお、電子ペーパ３Ａ、光書込
み電圧発生装置６、及び手書き入力装置７の詳細な構成については後述する。
【００４０】
　操作コンソール部２３における表示部は、大画面表示部２１は複数人が同時に見るため
の表示画面であるのに対し、会議等における発表者やその書記を行う者が見るための表示
画面であり、大画面表示部２１に比べて小型の表示画面でよい。



(7) JP 2008-276317 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

【００４１】
（システム制御装置）
　システム制御装置４は、画像処理プログラム４００及び電子ペーパ管理データ４０１を
記憶するＲＯＭ，ＲＡＭ，ハードディスク等により構成される記憶部４０と、この装置４
全体を制御し、記憶部４０に記憶された画像処理プログラム４００を実行させることによ
り後述する画像処理を実行するＣＰＵ４１と、キーボード，マウス等からなる入力部と、
ネットワーク１０に接続された通信部と、画面等を表示するＬＣＤ（液晶ディスプレイ）
等からなる表示部とから構成されている。このようなシステム制御装置４は、例えば、サ
ーバ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ワークステーション（ＷＳ）等により構成する
ことができる。
【００４２】
　画像処理プログラム４００は、ＣＰＵ４１に実行されることにより、大画面表示部２１
に表示された画像のうち電子ペーパ３Ａに書き込まれた画像の大画面表示部２１における
位置として、大画面表示部２１上の原点ＯＥ（ＸＥ，ＹＥ）からの座標Ｅ（ｘＥ，ｙＥ）
で表された書込位置情報を取得する位置情報取得手段４１０と、電子ペーパ３Ａに表示さ
れた画像に対して上書きされたデータを電子ペーパ３Ａ上の原点ＯＰ（ＸＰ，ＹＰ）から
の座標Ｐ（ｘＰ，ｙＰ）で表された追記データとして取得する追記データ取得手段４１１
と、その取得した電子ペーパ３Ａ上の座標Ｐ（ｘＰ，ｙＰ）で表された追記データを、大
画面表示部２１上の座標Ｅ（ｘＥ，ｙＥ）に基づいて大画面表示部２１上の座標に変換す
る座標変換手段４１２と、大画面表示部２１に表示された画像とその大画面表示部２１上
の座標に変換した後の追記データとを合成する合成手段４１３とをＣＰＵ４１に機能動作
させるものである。
【００４３】
　電子ペーパ管理データ４０１は、複数の電子ペーパ３Ａを管理するためのデータベース
である。具体的には、電子ペーパ管理データ４０１は、電子ペーパ３ＡのＲＦＩＤタグ１
００に記録された個々の電子ペーパ３Ａに固有の電子ペーパＩＤを鍵にして、電子ペーパ
３Ａが大画面表示部２１に接触されて、電子ペーパ３Ａに画像の一部が書き込まれたとき
の大画面表示部２１に表示されているドキュメントデータを表す書込ドキュメントＩＤと
、電子ペーパ３Ａに画像の一部が書き込まれたときの点ＯＥ（ＸＥ，ＹＥ）を原点とした
座標Ｅ（ｘＥ，ｙＥ）で表された書込位置情報とを記録するように構成されている。
【００４４】
（文書管理サーバ）
　文書管理サーバ５は、ＲＯＭ，ＲＡＭ，ハードディスク等により構成される記憶部と、
このサーバ５全体を制御するＣＰＵと、キーボード，マウス等からなる入力部と、ネット
ワーク１０に接続された通信部と、画面等を表示するＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等から
なる表示部とを備え、記憶部にドキュメントリポジトリ５０を記憶している。
【００４５】
　ドキュメントリポジトリ５０は、ドキュメントデータをその作成者やその内容等に応じ
て体系立てて記憶するとともに、ドキュメントデータごとに閲覧、編集することのできる
ユーザを制限したり、ドキュメントデータの変更履歴を記憶したりする機能を有するデー
タベースの一種である。また、ドキュメントリポジトリ５０は、各ドキュメントデータに
割り振られた固有のドキュメントＩＤを鍵にして、ドキュメントデータを記憶している。
【００４６】
（大画面表示装置の構成）
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る大画面表示装置２Ａの概略構成を示すブロッ
ク図である。この大画面表示装置２Ａは、上記の操作コンソール部２３と、電界変動セン
サ２４と、大画面表示部２１、第１及び第２のＲＦＩＤリーダ１０１Ａ、１０１Ｂとを備
えるとともに、図２に示すように、大画面表示装置２Ａの各部を制御する制御部２０と、
大画面表示部２１に表示する画像データを記憶し、制御部２０を介して画像データが書き
換え可能な画像メモリ２２と、第１及び第２のＲＦＩＤリーダ１０１Ａ、１０１Ｂ、及び
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電界変動センサ２４が接続された位置検出部２５と、ネットワーク１０に接続された通信
部２６とから構成されている。
【００４７】
　位置検出部２５は、電界変動センサ２４によりユーザによる電子ペーパ３Ａへの書き込
み操作を検出したときに、第１及び第２のＲＦＩＤリーダ１０１Ａ、１０１Ｂにより検出
された電子ペーパ３ＡのＲＦＩＤタグ１００からの応答信号を用いて、それら２つの応答
信号の強度差、及び位相差から大画面表示部２１における電子ペーパ３Ａの位置Ｅ（ｘＥ

，ｙＥ）を検出するように構成されている。なお、位置検出部２５、第１及び第２のＲＦ
ＩＤリーダ１０１Ａ、１０１Ｂ、及び電界変動センサ２４は、位置検出装置を構成してい
る。
【００４８】
（電子ペーパの構成）
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係る光書込み型の電子ペーパ３Ａの平面図である
。この光書込み型の電子ペーパ３Ａは、表面３ａに薄型矩形状に設けられた無電源で画像
の表示を保持可能なメモリ性（不揮発性）を有する画像記録領域（第２の表示画面）３０
と、枠部３１に設けられた電子ペーパＩＤ等の管理情報を記録するＲＦＩＤタグ１００と
、裏面３ｂに設けられた一対の受電端子３２Ａ、３２Ｂとを備える。
【００４９】
　図４は、図３のＡ－Ａ線断面図であり、図４（ａ）、（ｂ）は、それぞれタイプの異な
る電子ペーパ３Ａを示す。
【００５０】
　図４（ａ）に示す電子ペーパ３Ａは、対向配置されたＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ
ート）フィルムからなる透明の第１及び第２の基板３００Ａ，３００Ｂと、第１及び第２
の基板３００Ａ，３００Ｂの内側に形成されたＩＴＯ（インジウム錫酸化物）からなる透
明の第１及び第２の電極３０１Ａ，３０１Ｂと、第２の電極３０１Ｂの内側に設けられる
とともに、印加される電圧に応じて反射率（透過率）が変化する液晶層３０２と、第１の
電極３０１Ａの内側に配置され、光の照射によって抵抗値が小さくなる光導電層３０３と
、液晶層３０２と光導電層３０３との間に配置された光吸収層３０４と、第１の電極３０
１Ａに接続された受電端子３２Ａと、第２の電極３０１Ｂに延在部３０７を介して接続さ
れた受電端子３２Ｂとを備える。
【００５１】
　液晶層３０２は、コレステリック液晶が封入されたマイクロカプセル３０２ａを有して
構成されている。
【００５２】
　光導電層３０３は、電荷輸送層と、この電荷輸送層の両側に積層された一対の電荷発生
層とからなる。これにより、液晶層３０２への交流電圧の印加が可能となるため、液晶層
３０２の劣化を抑えることができ、駆動電圧の低電圧化、電子ペーパ３Ａの高寿命化を実
現することができる。
【００５３】
　図４（ｂ）に示す電子ペーパ３Ａは、図４（ａ）に示した電子ペーパ３Ａと比較して、
光吸収層３０４を第２の電極３０１Ｂの内側に配設し、液晶層３０２と光導電層３０３の
間に隔離層３０５を追加したものであり、その他の構成は図４（ａ）と同様である。
【００５４】
（電子ペーパへの書込み動作）
　図４（ａ）に示す電子ペーパ３Ａでは、受電端子３２Ａ，３２Ｂ間に電圧を印加すると
ともに、画像光２１ｂを裏面３ｂから照射すると、画像光２１ｂが、第１の基板３００Ａ
及び第１の電極３０１Ａを通過し、光導電層３０３に到達する。
【００５５】
　光導電層３０３は、画像光２１ｂが照射された部分の抵抗値が小さくなり、それにより
、光導電層３０３とのインピーダンス比で決まる液晶層３０２の分圧が増加し、液晶層３
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０２における光反射率が大きくなる。従って、画像の書込みが終了した後、電子ペーパ３
Ａの表面３ａに照明光が照射された場合に、液晶層３０２の画像光２１ｂが照射された領
域は、反射率が大きくなるために照明光が反射して白く見え、画像光２１ｂが照射されな
かった領域は、照明光が液晶層３０２を透過して光吸収層３０４で吸収されるために黒く
見える。これを視線Ｅの方向から画像として見ることができる。この画像は、第１及び第
２の電極３０１Ａ，３０１Ｂへの電圧印加が消失した後でも、長時間保持される。
【００５６】
　一方、図４（ｂ）に示す電子ペーパ３Ａの場合には、画像光２１ｂは、第１の基板３０
０Ａ、第１の電極３０１Ａ、液晶層３０２及び隔離層３０５を順次通過し、光導電層３０
３に到達する。
【００５７】
　光導電層３０３は、画像光２１ｂが照射された部分の抵抗値が小さくなり、それにより
、光導電層３０３とのインピーダンス比で決まる液晶層３０２の分圧が増加し、液晶層３
０２における光反射率が大きくなる。従って、電子ペーパ３Ａの裏面３ｂに照明光が照射
された場合、画像光２１ｂが照射された領域は液晶層３０２で反射して白く見え、画像光
２１ｂが照射されていない領域は液晶層３０２を通過して光吸収層３０４で吸収されるた
めに黒く見える。これを視線Ｅの方向から画像として見ることができる。この画像は、第
１及び第２の電極３０１Ａ，３０１Ｂへの電圧印加が消失した後でも、長時間保持される
。
【００５８】
（光書込電圧発生装置の構成）
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係る光書込電圧発生装置６の概略構成を示し、図
５（ａ）は平面図、図５（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。この光書込電圧発生装
置６は、コ字状のケース６１と、電子ペーパ３Ａの当接面６２ａ，６２ｂを有する装着口
６２と、ケース６１の表面から出没可能に設けられた操作ボタン６３と、装着口６２に露
出し、装着口６２に装着された電子ペーパ３Ａの受電端子３２Ａ，３２Ｂにパルス電圧を
印加する給電端子６５Ａ，６５Ｂと、装着口６２の給電端子６５Ａ，６５Ｂに対向する位
置に設けられ、装着口６２に装着された電子ペーパ３Ａを給電端子６５Ａ，６５Ｂ側に押
圧する押圧ばね６６Ａ，６６Ｂと、後述する電圧発生回路とから構成されている。
【００５９】
　図６は、光書込電圧発生装置６の電圧発生回路を示すブロック図である。この光書込電
圧発生装置６の電圧発生回路は、リチウムイオン等を材料とする電圧を発生させる電池６
０と、電池６０からの電圧を昇圧する第１及び第２の昇圧回路６７Ａ，６７Ｂと、第１及
び第２の昇圧回路６７Ａ，６７Ｂにより昇圧された高電圧を一時的に蓄積する第１及び第
２のコンデンサバンク６８Ａ，６８Ｂと、ユーザによる電子ペーパ３Ａへの書込み操作を
ボタン押下により受け付ける上記の操作ボタン６３と、操作ボタン６３からの書込み信号
を受けたときに電子ペーパ３Ａの受電端子３２Ａ，３２Ｂに対して後述するパルス電圧を
印加する波形生成回路６９とから構成されている。
【００６０】
　図７は、光書込電圧発生装置６の電圧発生回路が発生するパルス電圧を示す。操作ボタ
ン６３による電子ペーパ３Ａへの書込みが指示されると（操作ボタントリガ）、リセット
電圧として、電圧（Ｖｒ）の電圧レベルのパルス電圧を時間（Ｔｒ）だけ発生する。その
後、時間（Ｔｓ）だけパルス電圧の発生を停止する。続いて、書込電圧として、電圧（Ｖ
ｗ）の電圧レベルで時間（Ｔｗ）だけパルス電圧を発生する。
【００６１】
　ここで、リセット電圧の電圧（Ｖｒ）は、電子ペーパ３Ａを一旦白紙状態に戻すための
電圧レベルであり、書込電圧の電圧（Ｖｗ）は、大画面表示部２１に表示された画像を大
画面表示部２１からの画像光２１ｂを介して電子ペーパ３Ａに書き込むための電圧レベル
である。
【００６２】
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（手書き入力装置の構成）
　図８は、本発明の第１の実施の形態に係る手書き入力装置７の概略構成を示す斜視図で
ある。この手書き入力装置７は、電子ペーパ３Ａを載せる台紙７０と、透明の樹脂フィル
ムからなり、一定の法則によりドット又はグリッド状に配置された位置情報提供パターン
を有する位置情報提供シート７１と、台紙７０と位置情報提供シート７１との間に挟みこ
まれた電子ペーパ３Ａに対して位置情報提供シート７１上から手書きされた筆跡を入力す
るペン７２と、ユーザからの操作指示を受け付ける操作部７３と、位置情報提供シート７
１の下に設けられ、ペン７２により手書きされた筆跡を表示する透明ＥＬパネル７７と、
後述する制御回路とから構成されている。
【００６３】
　また、図９は、本発明の第１の実施の形態に係る手書き入力装置７の制御回路を示すブ
ロック図である。この手書き入力装置７の制御回路は、ユーザからの操作指示を受け付け
る上記の操作部７３と、ＣＰＵ７４ａを有し、手書き入力装置７の各部を制御する制御部
７４と、電子ペーパ３Ａに手書き入力された筆跡の位置情報である筆跡データをペン７２
から取得する筆跡取得部７５と、筆跡取得部７５により取得された筆跡データを記憶する
筆跡記憶部７６と、筆跡記憶部７６に記憶された筆跡データを表示する上記の透明ＥＬパ
ネル７７と、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の無線通信１１によりネッ
トワーク１０に接続される無線通信部７８と、電子ペーパ３Ａに設けられたＲＦＩＤタグ
１００に記録されている情報を非接触で読み取るＲＦＩＤリーダ１０１とから構成されて
いる。
【００６４】
　ペン７２は、例えば、特開２００３－２５５９１９号公報に記載されている既知の方法
を用いて、位置情報提供シート７１に対する筆跡を取得するように構成されており、ペン
先の筆圧を検出する圧力センサ（図示せず）と、ペン先付近の画像を撮像するカメラ（図
示せず）と、そのカメラにより撮像された位置情報提供シート７１に設けられた位置情報
提供パターンの画像から位置情報を取得し、筆跡データを演算する演算部とを備える。ま
た、ペン７２は、操作部７３の切り替え操作により手書き入力した筆跡を消去するクリー
ナ７２ａとしての機能も有する。
【００６５】
　操作部７３は、手書き入力装置７の電源投入や透明ＥＬパネル７７に筆跡を表示するか
の切り替えや筆跡記憶部７６に記憶された筆跡データの消去等の操作指示を受け付ける。
【００６６】
　筆跡取得部７５は、ペン７２との間で無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の無線通信を
行う通信回路を備え、ペン７２から電子ペーパ３Ａに手書きされた筆跡の位置情報である
筆跡データを取得する。
【００６７】
　筆跡記憶部７６は、フラッシュメモリなどの不揮発性半導体メモリからなり、筆跡取得
部７５により取得された筆跡データをＲＦＩＤリーダ１０１により読み取られた電子ペー
パ３Ａの電子ペーパＩＤと関連付けて記憶する。
【００６８】
　透明ＥＬパネル７７は、Ｘ方向の走査線を有する陰極とＹ方向のデータ線を有する陽極
とがマトリクス状に形成され、陰極と陽極との間に挟まれた発光層が、所定の走査線とデ
ータ線との間に電圧を印加することにより所定の位置が発光するように構成されている。
【００６９】
　また、透明ＥＬパネル７７は、台紙７０に装着された電子ペーパ３Ａの画像が透明ＥＬ
パネル７７を通して視認できる程度に透明であり、ペン７２により手書きされた筆跡デー
タを透明ＥＬパネル７７に表示し、電子ペーパ３Ａと重ねて視認した場合、電子ペーパ３
Ａ上に手書きされたように表示される。
【００７０】
　無線通信部７８は、無線通信１１によりネットワーク１０に接続されて、筆跡記憶部７



(11) JP 2008-276317 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

６に記憶された筆跡データやＲＦＩＤリーダ１０１により読み取られた電子ペーパ３Ａの
電子ペーパＩＤ等の各種のデータを電子ペーパシステム１Ａの各装置に送信する。
【００７１】
（第１の実施の形態の動作）
　次に、本発明の第１の実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ａの動作について説明す
る。以下に、電子ペーパシステム１Ａの動作を、（１－Ａ）大画面表示装置にドキュメン
トデータを表示する動作、（１－Ｂ）大画面表示装置に表示された画像の一部を電子ペー
パに転写する動作、（１－Ｃ）追記データをドキュメントデータに合成する動作、に大別
して説明する。
【００７２】
（１－Ａ）大画面表示装置にドキュメントデータを表示する動作
　まず、文書管理サーバ５のドキュメントリポジトリ５０に記憶されたドキュメントデー
タをシステム制御装置４を介して大画面表示装置２Ａに表示する動作について図１０を参
照して説明する。
【００７３】
　図１０は、電子ペーパシステム１Ａにおける大画面表示装置２Ａにドキュメントデータ
を表示する動作を示すフローチャートである。
【００７４】
　まず、ユーザが大画面表示装置２Ａの電源を投入すると、大画面表示装置２Ａは、初期
化の処理として通信部２６によるネットワーク１０への接続処理や大画面表示部２１の初
期画面の表示処理等を行う（Ｓ１０１）。
【００７５】
　続いて、ユーザが操作コンソール部２３によりドキュメントリポジトリ５０に記憶され
ているドキュメント一覧リストの表示を指示すると（Ｓ１０２）、大画面表示装置２Ａは
、ネットワーク１０を介してシステム制御装置４にドキュメント一覧リストの問合わせを
行う（Ｓ１０３）。ここで、ドキュメント一覧リストとは、ドキュメントリポジトリ５０
に記憶されている全てのドキュメントリデータを表す一覧リストでもよいし、ドキュメン
トデータの作成者や作成日、そのドキュメントデータの内容等を検索キーにして、全ての
ドキュメントデータの中から指定された検索キーに合致するドキュメントデータだけを抽
出した一覧リストとしてもよい。
【００７６】
　次に、システム制御装置４は、大画面表示装置２Ａからのドキュメント一覧リストの要
求を受信すると（Ｓ１０４）、システム制御装置４は、ネットワーク１０を介してドキュ
メントリポジトリ５０にドキュメント一覧リストの問合わせを行う（Ｓ１０５）。
【００７７】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメント一覧リ
ストの要求を受信すると（Ｓ１０６）、その要求に合わせて、例えば検索キーが指定され
ている場合にはその検索結果であるドキュメント一覧リストをシステム制御装置４に送信
する（Ｓ１０７）。
【００７８】
　次に、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０から受信したドキュメント
一覧リストを大画面表示装置２Ａに中継し（Ｓ１０８）、大画面表示装置２Ａは、受信し
たドキュメント一覧リストを操作コンソール部２３に表示する（Ｓ１０９）。
【００７９】
　続いて、ユーザが操作コンソール部２３に表示されたドキュメント一覧リストから大画
面表示部２１に表示する「ドキュメント」を選択すると（Ｓ１１０）、大画面表示装置２
Ａは、ユーザにより選択された「ドキュメント」のデジタルデータであるドキュメントデ
ータをシステム制御装置４に要求する（Ｓ１１１）。
【００８０】
　大画面表示装置２Ａからの要求を受けたシステム制御装置４は、ドキュメントデータを
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ドキュメントリポジトリ５０に要求する（Ｓ１１２）。
【００８１】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると（Ｓ１１３）、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュ
メントデータをシステム制御装置４に送信する（Ｓ１１４）
【００８２】
　そして、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０から受信したドキュメン
トデータを大画面表示装置２Ａに中継し（Ｓ１１５）、大画面表示装置２Ａは、受信した
ドキュメントデータに基づいて大画面表示部２１に画像を表示する（Ｓ１１６）。
【００８３】
（１－Ｂ）大画面表示装置に表示された画像の一部を電子ペーパに転写する動作
　次に、大画面表示装置２Ａに表示された画像の一部を光書込電圧発生装置６を用いて電
子ペーパ３Ａに転写する動作について図１１、図１２を参照して説明する。
【００８４】
　図１１（ａ）は、大画面表示部２１の表示画面２１ａに表示された表示画像１１０Ａを
示し、支店及び部門単位で月別に集計した売上集計表である。また、図１１（ｂ）は、電
子ペーパ３Ａの画像記録領域３０に表示された書込画像１１２Ａを示す。
【００８５】
　図１２は、電子ペーパシステム１Ａにおける大画面表示装置２Ａに表示された画像の一
部を電子ペーパ３Ａに転写する動作を示すフローチャートである。
【００８６】
　まず、図１１（ａ）に示す表示画像１１０Ａが、大画面表示装置２Ａの大画面表示部２
１に表示されている（Ｓ２０１）。
【００８７】
　次に、ユーザが電子ペーパ３Ａを光書込電圧発生装置６の装着口６２に装着した状態で
、大画面表示部２１に表示された画像のうち電子ペーパ３Ａに転写したい位置に電子ペー
パ３Ａを接触させる（Ｓ２０２）。ここでは、ユーザが電子ペーパ３Ａを図１１（ａ）に
示す電子ペーパ接触位置１１０ａに接触させたものとする。
【００８８】
　続いて、ユーザが電子ペーパ３Ａに装着された光書込電圧発生装置６の操作ボタン６３
を押すと（Ｓ２０３）、光書込電圧発生装置６は、操作ボタン６３の押下により電子ペー
パ３Ａへの書込み操作を受け付けて、リセット電圧を受電端子３２Ａ，３２Ｂを介して電
子ペーパ３Ａに印加する（Ｓ２０４）。
【００８９】
　一方、大画面表示装置２Ａは、大画面表示部２１付近の電界の変動を電界変動センサ２
４により監視しており（Ｓ２０５）、光書込電圧発生装置６により発生されたリセット電
圧による電界の変動を電界変動センサ２４により検出すると（Ｓ２０５：Ｙｅｓ）、第１
及び第２のＲＦＩＤリーダ１０１Ａ、１０１Ｂにより電子ペーパ３Ａの電子ペーパＩＤを
読み取るとともに、位置検出部２５によりユーザが大画面表示部２１に電子ペーパ３Ａを
接触させた位置を書込位置情報として取得する（Ｓ２０６）。
【００９０】
　次に、大画面表示装置２Ａは、取得した電子ペーパ３Ａの書込位置情報に基づいて、大
画面表示部２１の電子ペーパ３Ａ近傍の表示部だけを全面白色の表示に変更し（Ｓ２０７
）、その表示状態を維持したまま時間（Ｔｗ）だけ待機する（Ｓ２０８）
【００９１】
　大画面表示部２１が、白色表示による大画面表示部２１からの画像光２１ｂを電子ペー
パ３Ａに照射している間、電子ペーパ３Ａに装着された光書込電圧発生装置６は、リセッ
ト電圧のパルス電圧を時間（Ｔｒ）だけ電子ペーパ３Ａに印加し、電子ペーパ３Ａを一旦
白紙状態にリセットする（Ｓ２０９）。そして、光書込電圧発生装置６は、電子ペーパ３
Ａへのリセット電圧の印加を停止する（Ｓ２１０）。
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【００９２】
　次に、大画面表示装置２Ａは、白色表示にした電子ペーパ３Ａ近傍の画像を元の画像に
戻す（Ｓ２１１）。
【００９３】
　一方、電子ペーパ３Ａに装着された光書込電圧発生装置６は、時間（Ｔｓ）だけパルス
電圧の印加を停止する（Ｓ２１２）。続けて、光書込電圧発生装置６は、電子ペーパ３Ａ
に書込電圧の印加を開始し（Ｓ２１３）、書込電圧のパルス電圧を時間（Ｔｗ）だけ電子
ペーパ３Ａに印加して、大画面表示部２１に表示されている表示画像１１０Ａのうち電子
ペーパ接触位置１１０ａの範囲の画像である書込画像１１２Ａを大画面表示部２１からの
画像光２１ｂを介して電子ペーパ３Ａの画像記録領域３０を書き込む（Ｓ２１４）。
【００９４】
　大画面表示装置２Ａは、大画面表示部２１に表示されている画像の一部を電子ペーパ３
Ａに書き込まれるまで、時間（Ｔｓ）と時間（Ｔｗ）を合計した時間だけ待機する（Ｓ２
１５）。
【００９５】
　次に、大画面表示装置２Ａは、第１及び第２のＲＦＩＤリーダ１０１Ａ、１０１Ｂによ
り読み取られた電子ペーパ３Ａの電子ペーパＩＤ、及び位置検出部２５により取得された
書込位置情報をシステム制御装置４に通知する（Ｓ２１６）。
【００９６】
　大画面表示装置２Ａからの通知を受けたシステム制御装置４は、電子ペーパＩＤ、及び
書込位置情報を受信し（Ｓ２１７）、電子ペーパＩＤを鍵にして、電子ペーパ３Ａに書き
込まれたドキュメントデータを示す書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報を電子ペー
パ管理データ（管理ＤＢ）４０１に記憶する（Ｓ２１８）。
【００９７】
（１－Ｃ）追記データをドキュメントデータに合成する動作
　最後に、手書き入力装置７により電子ペーパ３Ａに追記された追記データを取得し、そ
の追記データをシステム制御装置４を介してドキュメントリポジトリ５０の該当するドキ
ュメントデータに合成し、さらに大画面表示装置２Ａに追記データを合成したドキュメン
トデータを表示する動作について図１３を参照して説明する。
【００９８】
　図１３は、電子ペーパシステム１Ａにおけるが電子ペーパ３Ａに追記された追記データ
をドキュメントデータに合成する動作を示すフローチャートである。
【００９９】
　まず、ユーザが編集対象の画像が書き込まれた電子ペーパ３Ａを手書き入力装置７に装
着すると（Ｓ３０１）、手書き入力装置７は筆跡記憶部７６に記憶されている筆跡データ
を初期化する（Ｓ３０２）。
【０１００】
　次に、手書き入力装置７は、ＲＦＩＤリーダ１０１によりＲＦＩＤタグ１００に記録さ
れている電子ペーパ３Ａの電子ペーパＩＤを読み取る（Ｓ３０３）。
【０１０１】
　ユーザが手書き入力装置７に装着した電子ペーパ３Ａに対してペン７２により手書きを
開始し、ペン７２の筆圧センサによる筆圧が規定値を超えると（Ｓ３０４：Ｙｅｓ）、ペ
ン７２は、ユーザによる手書きの位置情報を筆跡データとして取得し、手書き入力装置７
は、筆跡取得部７５を介してペン７２より筆跡データを取得し、筆跡記憶部７６に筆跡デ
ータを記憶する（Ｓ３０５）。
【０１０２】
　次に、手書き入力装置７は、筆跡記憶部７６に記憶された筆跡データに基づいて手書き
された筆跡を透明ＥＬパネル７７に表示し（Ｓ３０６）、手書き入力装置７上の電子ペー
パ３Ａと透明ＥＬパネル７７に表示された筆跡とが重ね合わさることで、電子ペーパ３Ａ
上にペン７２により手書きされたように表示される。



(14) JP 2008-276317 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

【０１０３】
　ユーザが操作部７３を介して電子ペーパ３Ａに対する追記を続けて行うように操作指示
した場合には（Ｓ３０７：Ｎｏ）、ペン７２の筆圧が規定値を超えているかを判断するス
テップ（Ｓ３０４）に戻る。
【０１０４】
　ユーザが電子ペーパ３Ａに対する追記を完了すると（Ｓ３０７：Ｙｅｓ）、手書き入力
装置７は、電子ペーパＩＤ、及び筆跡記憶部７６に記憶された筆跡データを無線通信部７
８を介してネットワーク１０に接続し、システム制御装置４に送信する（Ｓ３０８）。
【０１０５】
　次に、システム制御装置４は、手書き入力装置７から電子ペーパＩＤ、及び筆跡データ
を受信すると（Ｓ３０９）、電子ペーパ管理データ（管理ＤＢ）４０１から受信した電子
ペーパＩＤを鍵にして、書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報を取得する（Ｓ３１０
）。
【０１０６】
　次に、システム制御装置４は、ネットワーク１０を介してドキュメントリポジトリ５０
に書込ドキュメントＩＤに該当するドキュメントデータを要求する（Ｓ３１１）。
【０１０７】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると（Ｓ３１２）、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュ
メントデータをシステム制御装置４に送信する（Ｓ３１３）。
【０１０８】
　続いて、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０からドキュメントデータ
を受信すると（Ｓ３１４）、書込位置情報に基づいてドキュメントデータと筆跡データと
が一致するように合成した合成データを生成する（Ｓ３１５）。ここで、筆跡データがユ
ーザにより手書きされた文字である場合には、その筆跡データを文字認識し、ドキュメン
トデータの該当箇所にその文字認識したテキストデータにより置き換えてもよい。
【０１０９】
　そして、システム制御装置４は、その合成データをドキュメントリポジトリ５０に送る
と（Ｓ３１６）、ドキュメントリポジトリ５０は、受信した合成データを更新ドキュメン
トとして登録し（Ｓ３１７）、システム制御装置４に更新ドキュメントとして登録完了を
通知する（Ｓ３１８）。なお、ドキュメントリポジトリ５０は、更新ドキュメントを登録
する際に、追記したユーザや追記された日時等の情報も登録するようにしてもよい。
【０１１０】
　システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０からの更新ドキュメントの登録完
了の通知を受信すると（Ｓ３１９）、大画面表示装置２Ａに更新ドキュメントの登録完了
を通知する（Ｓ３２０）。
【０１１１】
　次に、大画面表示装置２Ａは、システム制御装置４からの更新ドキュメントの登録完了
の通知を受信すると（Ｓ３２１）、大画面表示部２１に表示されている画像を更新するか
ユーザに問い合わせる（Ｓ３２２）。
【０１１２】
　ユーザが大画面表示部２１に表示されている画像を「更新しない」を選択した場合には
（Ｓ３２２：更新しない）、大画面表示装置２Ａは、画像を更新しない。一方、ユーザが
大画面表示部２１に表示されている画像を「更新する」を選択した場合には（Ｓ３２２：
更新する）、大画面表示装置２Ａは、ネットワーク１０を介してシステム制御装置４に更
新ドキュメントを要求する。（Ｓ３２３）。
【０１１３】
　次に、システム制御装置４は、大画面表示装置２Ａからの更新ドキュメントの要求を受
信すると（Ｓ３２４）、システム制御装置４は、ネットワーク１０を介してドキュメント
リポジトリ５０にドキュメントデータを要求する（Ｓ３２４）。なお、ここで要求するド
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キュメントデータは、筆跡データを合成した後のドキュメントデータである。
【０１１４】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると（Ｓ３２５）、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュ
メントデータをシステム制御装置４に送信する（Ｓ３２６）。
【０１１５】
　そして、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０から受信したドキュメン
トデータを大画面表示装置２Ａに中継し（Ｓ３２７）、大画面表示装置２Ａは、受信した
ドキュメントデータに基づいて、大画面表示部２１に追記データの合成された画像を表示
する（Ｓ３２８）。
【０１１６】
［第２の実施の形態］
　図１４は、本発明の第２の実施の形態に係る電子ペーパシステムの概略構成を示す全体
図である。この電子ペーパシステム１Ｂは、第１の実施の形態に係る電子ペーパシステム
１Ａが、電子ペーパ３Ａに編集対象として書き込まれた画像に対する追記データを手書き
入力装置７により取得するのに対し、電子ペーパ３Ａに設けられたＲＦＩＤタグ１００に
記録されている情報を非接触で読み取るＲＦＩＤリーダ１０１をそれぞれ備える端末８Ａ
、及び携帯端末８Ｂにより電子ペーパ３Ａに対する追記データを取得する点において異な
る。
【０１１７】
　ネットワーク１０には、大画面表示装置２Ａ、システム制御装置４、文書管理サーバ５
、端末８Ａ、及び携帯端末８Ｂが接続されており、各装置間でデータの送受信を相互に行
う。
【０１１８】
　端末８Ａは、この端末８Ａ全体を制御するＣＰＵと、ＣＰＵにより実行されるドキュメ
ントデータを編集するための各種のアプリケーションプログラムや各種のデータを記憶す
るＲＯＭ，ＲＡＭ，ハードディスク等によって構成された記憶部と、キーボード，マウス
等からなる入力部と、ネットワーク１０に接続された通信部と、画面等を表示するＬＣＤ
（液晶ディスプレイ）等からなる表示部と、電子ペーパ３Ａに設けられたＲＦＩＤタグ１
００に記録されている情報を非接触で読み取るＲＦＩＤリーダ１０１とから構成されてい
る。このような端末８Ａは、例えば、サーバ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ワーク
ステーション（ＷＳ）等である。
【０１１９】
　携帯端末８Ｂは、この携帯端末８Ｂ全体を制御するＣＰＵと、ＣＰＵにより実行される
ドキュメントデータを編集するための各種のアプリケーションプログラムや各種のデータ
を記憶するＲＯＭ，ＲＡＭ，ハードディスク等によって構成された記憶部と、画面等を表
示するタッチパネルを供えたＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等からなる表示部と、無線通信
１１によりネットワーク１０に接続された通信部と、タッチパネルやタッチパネルに触れ
て操作入力を行うペン、キーボード等からなる入力部と、駆動電源としての充電可能なバ
ッテリと、電子ペーパ３Ａに設けられたＲＦＩＤタグ１００に記録されている情報を非接
触で読み取るＲＦＩＤリーダ１０１とから構成されている。このような携帯端末８Ｂは、
例えば、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、スマートフォン等である。
【０１２０】
（第２の実施の形態の動作）
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ｂの動作について説明す
る。なお、電子ペーパシステム１Ｂの動作は、第１の実施の形態に係る電子ペーパシステ
ム１Ａと比較して、（１－Ａ）大画面表示装置にドキュメントデータを表示する動作、及
び（１－Ｂ）大画面表示装置に表示された画像の一部を電子ペーパに転写する動作、は共
通であるため、それらの動作の説明は省略し、電子ペーパシステム１Ｂにおける端末８Ａ
、又は携帯端末８Ｂにより、電子ペーパ３Ａに書き込まれた画像に対応するドキュメント
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データに対して追記された追記データをシステム制御装置４を介してドキュメントリポジ
トリ５０の該当するドキュメントデータに合成し、さらに大画面表示装置２Ａに追記デー
タを合成したドキュメントデータを表示する動作について説明する。
【０１２１】
（追記データをドキュメントデータに合成する動作）
　図１５は、電子ペーパシステム１Ｂにおける追記データをドキュメントデータに合成す
る動作を示すフローチャートである。
【０１２２】
　まず、ユーザが端末８Ａ、又は携帯端末８ＢのＲＦＩＤリーダ１０１に編集対象の画像
が書き込まれた電子ペーパ３Ａを接近させることにより、電子ペーパ３Ａに設けられたＲ
ＦＩＤタグ１００に記録されている電子ペーパ３Ａの電子ペーパＩＤを読み取る（Ｓ４０
１）。
【０１２３】
　電子ペーパＩＤを読み取った端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂは、その電子ペーパＩＤを鍵
にして、ネットワーク１０を介してシステム制御装置４に追記対象とするドキュメントデ
ータを要求する（Ｓ４０２）。
【０１２４】
　次に、システム制御装置４は、端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂから電子ペーパＩＤを受信
すると（Ｓ４０３）、電子ペーパ管理データ（管理ＤＢ）４０１から受信した電子ペーパ
ＩＤを鍵にして、書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報を取得する（Ｓ４０４）。
【０１２５】
　次に、システム制御装置４は、ネットワーク１０を介してドキュメントリポジトリ５０
に書込ドキュメントＩＤに該当するドキュメントデータを要求する（Ｓ４０５）。
【０１２６】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると（Ｓ４０６）、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュ
メントデータをシステム制御装置４に送信する（Ｓ４０７）。
【０１２７】
　続いて、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０からドキュメントデータ
を受信すると（Ｓ４０８）、書込位置情報に基づいてドキュメントデータのうち追記対象
となる部分だけをトリミングして抜き出した追記対象ドキュメントデータを生成し（Ｓ４
０９）、その追記対象ドキュメントデータを端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂに送る（Ｓ４１
０）。
【０１２８】
　端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂは、システム制御装置４からの追記対象ドキュメントデー
タを取得し（Ｓ４１１）、端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂの表示部に追記対象ドキュメント
データの画像を表示する。ユーザが端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂに表示された追記対象ド
キュメントデータに対して追記編集を行い、端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂは、ユーザによ
る追記編集が終了したことを入力部により通知されると（Ｓ４１２）、端末８Ａ、又は携
帯端末８Ｂは、ユーザによる追記編集された追記済ドキュメントデータをシステム制御装
置４に送る（Ｓ４１３）。
【０１２９】
　次に、システム制御装置４は、端末８Ａ、又は携帯端末８Ｂから追記済ドキュメントデ
ータを受信すると（Ｓ４１４）、その追記済ドキュメントデータをドキュメントリポジト
リ５０に送信する（Ｓ４１５）。
【０１３０】
　そして、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４から追記済ドキュメント
データを受信し、その追記済ドキュメントデータを更新ドキュメントとして登録する（Ｓ
４１６）。なお、この後の更新ドキュメントを大画面表示装置２Ａの大画面表示部２１に
表示する動作は、図１３におけるステップ（Ｓ３１８）以降の動作と同様であるため、そ
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の説明を省略する。
【０１３１】
［第３の実施の形態］
　図１６は、本発明の第３の実施の形態に係る電子ペーパシステムの概略構成を示す全体
図である。この電子ペーパシステム１Ｃは、第１の実施の形態に係る電子ペーパシステム
１Ａが、大画面表示装置２Ａ、及び光書込み型の電子ペーパ３Ａを備えるのに対し、タッ
チパネルセンサ２８、及びＲＦＩＤリーダ１０１を有する大画面表示装置２Ｂと、ネット
ワーク１０に接続される無線通信部３６を有し、大画面表示部２１に表示された画像の一
部を表示記憶する媒体としての電気書込み型の複数の電子ペーパ３Ｂとを備え、光書込み
電圧発生装置６を備えない点において異なり、その他は電子ペーパシステム１Ａと同様に
構成されている。
【０１３２】
　ネットワーク１０には、大画面表示装置２Ｂ、電子ペーパ３Ｂ、システム制御装置４、
及び文書管理サーバ５が接続されており、各装置間でデータの送受信を相互に行う。
【０１３３】
（大画面表示装置の構成）
　図１７は、本発明の第３の実施の形態に係る大画面表示装置２Ｂの概略構成を示すブロ
ック図である。第１の実施の形態における大画面表示装置２Ａは、第１及び第２のＲＦＩ
Ｄリーダ１０１Ａ、１０１Ｂ、及び電界変動センサ２４を介して位置検出部２５により電
子ペーパ３Ａの位置を検出するのに対し、この大画面表示装置２Ｂは、大画面表示部２１
に設けられたタッチパネルセンサ２８により大画面表示部２１に接触された電子ペーパ３
Ｂの位置を検出する点において異なり、その他は大画面表示装置２Ａと同様に構成されて
いる。
【０１３４】
（電子ペーパの構成）
　図１８は、本発明の第３の実施の形態に係る電気書込み型の電子ペーパ３Ｂの平面図で
ある。この電子ペーパ３Ｂは、無電源で画像の表示を保持可能なメモリ性（不揮発性）を
有する画像記録領域３０と、画像記録領域３０を支持する枠部３１と、枠部３１に設けら
れた電子ペーパ操作部３４と、画像記録領域３０と同一領域に設けられ、抵抗膜方式や赤
外線方式等によるタッチパネルセンサ３５と、枠部３１に設けられた電子ペーパＩＤ等の
管理情報を記録するＲＦＩＤタグ１００と、後述する制御回路とから構成されている。な
お、電子ペーパ操作部３４は、書込みボタン３４０と、終了ボタン３４１とから構成され
ている。
【０１３５】
　画像記録領域３０は、後述する複数の信号電極と、これらの信号電極に直交するように
配置された後述する複数の走査電極と、複数の信号電極及び複数の走査電極間に配置され
たメモリ性を有する表示層とを備える。メモリ性を有する表示層としては、例えば、コレ
ステリック液晶、強誘電性液晶等の液晶を用いることができる。なお、表示層として、液
晶に限られず、帯電した粒子を移動させて表示を切り替える電気泳動方式、帯電した粒子
を回転させて表示を切り替える粒子回転方式、磁気により粒子を移動させて表示を切り替
える磁気泳動方式等の他の表示層を用いてもよい。メモリ性を有する表示層を用いること
により、画像の表示を保持するのにほとんど電力を必要としないため、省電力化が図れる
。
【０１３６】
　また、表示層は、ネマティック液晶等の液晶を用いたＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、Ｅ
ＬＤ（エレクトロルミネッセンスディスプレイ）、ＰＤＰ（プラズマディスプレイ）、Ｖ
ＦＤ（蛍光表示管ディスプレイ）、ＬＥＤ（発光ダイオード）ディスプレイ、ＦＥＤ（電
界放出ディスプレイ）等のメモリ性を有していないものであってもよい。メモリ性を有し
ていない表示層を用いることにより、電源オフと同時に表示画像が消えるため、情報の漏
洩を抑制することができる。
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【０１３７】
　図１９は、本発明の第３の実施の形態に係る電気書込み型の電子ペーパ３Ｂの制御回路
を示すブロック図である。電子ペーパ３Ｂの制御回路は、ＣＰＵ３３ａを有し、電子ペー
パ３Ｂの各部を制御する制御部３３と、ユーザからの操作指示を受け付ける電子ペーパ操
作部３４と、電子ペーパ３Ｂにペン３５０により手書き入力された筆跡の位置情報である
筆跡データ（追記データ）を入力するタッチパネルセンサ３５と、無線通信１１によりネ
ットワーク１０に接続される無線通信部３６と、タッチパネルセンサ３５により取得され
た筆跡データ３７０、及び無線通信部３６を介して取得した画像記録領域３０に書き込む
書込画像データ（編集用画像データ）３７１を記憶する記憶部３７と、電子ペーパ操作部
３４の操作に基づいて記憶部３７に書き込まれた筆跡データ３７０、及び書込画像データ
３７１に基づいて信号電極３８１を駆動する信号電極駆動部３８Ａ、及び走査電極３８２
を図１８の矢印の走査方向に順次走査する走査電極駆動部３８Ｂと、駆動電源としての充
電可能なバッテリ３９と、電子ペーパ３Ｂに設けられたＲＦＩＤタグ１００に記録されて
いる情報を非接触で読み取るＲＦＩＤリーダ１０１とから構成されている。
【０１３８】
　信号電極３８１、及び走査電極３８２は、信号電極駆動部３８Ａ、及び走査電極駆動部
３８Ｂによって単純マトリックス（パッシブマトリックス）駆動方式により駆動される。
なお、対向する一対の電極として、全面電極と複数の画素電極を用い、互いに直交する複
数のデータ線と複数の走査線との各交点にＴＦＴ等のアクティブ素子をそれぞれ接続し、
アクティブマトリックス駆動により各画素を駆動してもよい。
【０１３９】
（第３の実施の形態の動作）
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ｃの動作について説明す
る。なお、電子ペーパシステム１Ｃの動作は、第１の実施の形態に係る電子ペーパシステ
ム１Ａと比較して、（１－Ａ）大画面表示装置にドキュメントデータを表示する動作、に
おいては共通であるため、その動作の説明は省略し、（３－Ａ）電子ペーパシステム１Ｃ
における大画面表示装置２Ｂに表示された画像の一部を電子ペーパ３Ｂに転写する動作、
及び（３－Ｂ）電子ペーパ３Ｂに書き込まれた画像に対する追記データをシステム制御装
置４を介してドキュメントリポジトリ５０の該当するドキュメントデータに合成し、さら
に大画面表示装置２Ｂに追記データを合成したドキュメントデータを表示する動作、につ
いてそれぞれ説明する。
【０１４０】
（３－Ａ）大画面表示装置に表示された画像の一部を電子ペーパに転写する動作
　まず、大画面表示装置２Ｂに表示された画像の一部を電子ペーパ３Ｂに転写する動作に
ついて、図２０、図２１を参照して説明する。
【０１４１】
　図２０（ａ）は、大画面表示部２１の表示画面２１ａに表示される表示画像１１０Ｂを
示し、支店及び部門単位で月別に集計した売上集計表である。また、図２０（ｂ）は、シ
ステム制御装置４により処理されるトリミング画像１１１を示し、図２０（ｃ）は、電子
ペーパ３Ｂの画像記録領域３０に表示される書込画像１１２Ｂを示す。
【０１４２】
　図２１は、大画面表示部２１の表示画面２１ａに表示される画像を示し、複数の区切ら
れた領域に棒グラフ１１００、表１１０１、電子メール１１０２、テキスト文１１０３、
及び時計１１０４の複数の要素が配置された表示画像１１１Ｃである。
【０１４３】
　図２２は、電子ペーパシステム１Ｃにおける大画面表示装置２Ｂに表示された画像の一
部を電子ペーパ３Ｂに転写する動作を示すフローチャートである。
【０１４４】
　まず、大画面表示装置２Ｂの大画面表示部２１にドキュメントデータの画像が表示され
ている（Ｓ５０１）。ここでは、図２２（ａ）に示す表示画像１１０Ｂが表示されている
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ものとする。
【０１４５】
　ユーザが電子ペーパ３Ｂを大画面表示部２１に表示された画像のうち電子ペーパ３Ｂに
転写したい位置に電子ペーパ３を接触させる（Ｓ５０２）。
【０１４６】
　すると、大画面表示装置２Ｂは、タッチパネルセンサ２８により大画面表示部２１に電
子ペーパ３Ｂが接触されたかどうかを監視しており（Ｓ５０３）、タッチパネルセンサ２
８により電子ペーパ３Ｂが接触されたことを検出すると（Ｓ５０３：Ｙｅｓ）、タッチパ
ネルセンサ２８によりその接触された位置を書込位置情報として読み取り（Ｓ５０４）、
また、ＲＦＩＤリーダ１０１により接触された電子ペーパ３Ｂの電子ペーパＩＤを読み取
る（Ｓ５０５）。
【０１４７】
　次に、大画面表示装置２Ｂは、現在大画面表示部２１に表示されている表示画像１１０
Ｂに該当するドキュメントデータを示す書込ドキュメントＩＤと、タッチパネルセンサ２
８により取得された書込位置情報と、ＲＦＩＤリーダ１０１により読み取られた電子ペー
パ３Ｂの電子ペーパＩＤとをネットワーク１０を介してシステム制御装置４に送信し、書
込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報に基づいて、電子ペーパＩＤにより指定された電
子ペーパ３Ｂの画像記録領域３０に画像を転写することを要求する（Ｓ５０６）。
【０１４８】
　次に、システム制御装置４は、大画面表示装置２Ｂから、書込ドキュメントＩＤ、書込
位置情報、及び電子ペーパＩＤを受信すると（Ｓ５０７）、書込ドキュメントＩＤを鍵に
して、ネットワーク１０を介してドキュメントリポジトリ５０に書込ドキュメントＩＤに
該当するドキュメントデータを要求する（Ｓ５０８）。
【０１４９】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると（Ｓ５０９）、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュ
メントデータをシステム制御装置４に送信する（Ｓ５１０）。
【０１５０】
　続いて、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０からドキュメントデータ
を受信すると（Ｓ５１１）、ドキュメントデータのうち書込対象となる部分だけをトリミ
ングして抜き出したトリミング画像１１１を生成し（Ｓ５１２）、トリミング画像１１１
のうち数値の入力されていない空白欄１１１ａの不要部分を取り除いて表示領域を圧縮し
た書込画像１１２Ｂを表示するための抜粋ドキュメントデータを生成する（Ｓ５１３）。
【０１５１】
　次に、システム制御装置４は、電子ペーパＩＤを鍵にして、電子ペーパ管理データ４０
１に事前に登録されている電子ペーパ３Ｂに対応するネットワークアドレスを検索し（Ｓ
５１４）、検索された対象のネットワークアドレスに該当する電子ペーパ３Ｂに、すなわ
ちユーザにより大画面表示部２１に接触された電子ペーパ３Ｂに対して、抜粋ドキュメン
トデータ、書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報を送信する（Ｓ５１５）。
【０１５２】
　続いて、電子ペーパ３Ｂは、無線通信部３６によりネットワーク１０を介してシステム
制御装置４から抜粋ドキュメントデータ、書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報を受
信すると（Ｓ５１６）、抜粋ドキュメントデータ、書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置
情報を記憶部３７に記憶し、抜粋ドキュメントデータに基づいて信号電極駆動部３８Ａ、
及び走査電極駆動部３８Ｂを駆動し、画像記録領域３０に書込画像１１２Ｂを表示する（
Ｓ５１７）。
【０１５３】
　また、システム制御装置４は、電子ペーパ３Ｂへの転写処理の完了を大画面表示装置２
Ｂに通知する（Ｓ５１８）。
【０１５４】
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　すると、大画面表示装置２Ｂは、システム制御装置４からの通知を受信すると（Ｓ５１
９）、大画面表示部２１に表示された画像において電子ペーパ３Ｂに転写された部分を明
示するための編集中マークを表示する（Ｓ５２０）。この編集中マークとは、例えば、図
２１に示す表示画像１１０Ｃが大画面表示部２１に表示されていた場合には、電子ペーパ
接触位置１１０ｃ，１１０ｄに対する編集中マーク１１３Ａ，１１３Ｂは、斜線で描かれ
たものであり、また、編集中の領域とその他の領域とが区別できるものであれば、背景の
色及び模様、又は画面上における凹凸及び輪郭等により区別してもよい。
【０１５５】
（３－Ｂ）追記データをドキュメントデータに合成する動作
　図２３は、電子ペーパシステム１Ｃにおける電子ペーパ３Ｂにより取得した追記データ
をドキュメントデータに合成する動作を示すフローチャートである。
【０１５６】
　まず、電子ペーパ３Ｂに編集対象のドキュメントデータの画像が表示されている状態で
（Ｓ６０１）、ユーザが電子ペーパ３Ｂに表示された追記対象ドキュメントに対してペン
３５０により追記編集を行うと、電子ペーパ３Ｂは、タッチパネルセンサ３５により追記
対象ドキュメントに手書きされた筆跡データ３７０を取得し、記憶部３７にその筆跡デー
タ３７０を記憶する。
【０１５７】
　電子ペーパ３Ｂは、ユーザによる追記編集が終了したことを電子ペーパ操作部３４の終
了ボタン３４１により通知されると、電子ペーパ３Ｂは、ユーザにより追記編集された筆
跡データ３７０を含む追記済ドキュメントデータ、電子ペーパＩＤ、書込ドキュメントＩ
Ｄ、及び書込位置情報を無線通信部３６によりネットワーク１０を介してシステム制御装
置４に送る（Ｓ６０３）。
【０１５８】
　次に、システム制御装置４は、電子ペーパ３Ｂから追記済ドキュメントデータ、電子ペ
ーパＩＤ、書込ドキュメントＩＤ、及び書込位置情報を受信すると（Ｓ６０４）、書込ド
キュメントＩＤを鍵にして、ネットワーク１０を介してドキュメントリポジトリ５０に書
込ドキュメントＩＤに該当するドキュメントデータを要求する（Ｓ６０５）。
【０１５９】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると（Ｓ６０６）、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュ
メントデータをシステム制御装置４に送信する（Ｓ６０７）。
【０１６０】
　続いて、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０からドキュメントデータ
を受信すると（Ｓ６０８）、書込位置情報に基づいてユーザによる改変範囲を算出し、ド
キュメントデータと追記済ドキュメントデータとをマージして、更新ドキュメントを生成
する（Ｓ６０９）。
【０１６１】
　そして、システム制御装置４は、その更新ドキュメントをドキュメントリポジトリ５０
に送ると（Ｓ６１０）、ドキュメントリポジトリ５０は、受信した更新ドキュメントを登
録し（Ｓ６１１）、システム制御装置４に更新ドキュメントの登録完了を通知する（Ｓ６
１２）。
【０１６２】
　次に、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０からの更新ドキュメントの
登録完了の通知を受信すると（Ｓ６１３）、電子ペーパ３Ｂに更新ドキュメントの登録完
了を通知する（Ｓ６１４）。
【０１６３】
　次に、電子ペーパ３Ｂは、システム制御装置４からの更新ドキュメントの登録完了の通
知を受信すると（Ｓ６１５）、画像記録領域３０にメッセージを表示する等によりユーザ
に登録完了を通知する（Ｓ６１６）。
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【０１６４】
　さらに、システム制御装置４は、大画面表示装置２Ｂに対しても更新ドキュメントの登
録完了を通知する（Ｓ６１７）。
【０１６５】
　次に、大画面表示装置２Ｂは、システム制御装置４からの更新ドキュメントの登録完了
の通知を受信すると（Ｓ６１８）、大画面表示部２１に表示された電子ペーパ３Ｂに転写
された部分を明示するための編集中マークを解除し（Ｓ６１９）、大画面表示部２１に表
示されている画像を更新するかユーザに問い合わせる（Ｓ６２０）。
【０１６６】
　ユーザが大画面表示部２１に表示されている画像を「更新しない」を選択した場合には
（Ｓ６２０：更新しない）、大画面表示装置２Ｂは、大画面表示部２１の画像を更新しな
い。一方、ユーザが大画面表示部２１に表示されている画像を「更新する」を選択した場
合には（Ｓ６２０：更新する）、大画面表示装置２Ｂは、ネットワーク１０を介してシス
テム制御装置４に更新ドキュメントを要求する。（Ｓ６２１）。
【０１６７】
　次に、システム制御装置４は、大画面表示装置２Ｂからの更新ドキュメントの要求を受
信すると（Ｓ６２２）、システム制御装置４は、ネットワーク１０を介してドキュメント
リポジトリ５０にドキュメントデータを要求する（Ｓ６２３）。なお、ここで要求するド
キュメントデータは、追記済ドキュメントデータをマージした後のドキュメントデータで
ある。
【０１６８】
　次に、ドキュメントリポジトリ５０は、システム制御装置４からのドキュメントデータ
の要求を受信すると、ドキュメントリポジトリ５０に記憶されているドキュメントデータ
をシステム制御装置４に送信する（Ｓ６２３）。
【０１６９】
　そして、システム制御装置４は、ドキュメントリポジトリ５０から受信したドキュメン
トデータを大画面表示装置２Ｂに中継し（Ｓ６２５）、大画面表示装置２Ｂは、受信した
ドキュメントデータに基づいて、大画面表示部２１に追記データの合成された画像を表示
する（Ｓ６２６）。
【０１７０】
［他の実施の形態］
　なお、本発明は、上記各実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で
種々な変形が可能である。例えば、本発明の各実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ａ
～１Ｃは、大画面表示装置２Ａ，２Ｂ、画像処理プログラム４００及び電子ペーパ管理デ
ータ４０１を記憶するシステム制御装置４、及びドキュメントリポジトリ５０を記憶管理
する文書管理サーバ５等をそれぞれ備えたものであるが、これら画像処理プログラム４０
０、電子ペーパ管理データ４０１、及びドキュメントリポジトリ５０を備える電子ペーパ
システムであれば、例えば、それら全てを備える大画面表示装置により構成されていても
よいし、画像処理プログラム４００を備える大画面表示装置と、電子ペーパ管理データ４
０１、及びドキュメントリポジトリ５０を備える文書管理サーバとにより構成されていて
もよい。
【０１７１】
　また、本発明の各実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ａ～１Ｃにおいて、ユーザに
より大画面表示装置２Ａ，２Ｂの大画面表示部２１に電子ペーパ３Ａ，３Ｂが接触された
位置に対応する画像を電子ペーパ３Ａ，３Ｂに書き込むようにしていたが、操作コンソー
ル部２３の表示部に表示された画面上でマウス等の入力部により選択された範囲を電子ペ
ーパ３Ａ，３Ｂの画像記録領域３０に書き込むようにしてもよい。
【０１７２】
　また、本発明の各実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ａ～１Ｃにおいて、電子ペー
パ管理データ４０１に電子ペーパＩＤを鍵にして書込ドキュメントＩＤ及び書込位置情報
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を記録していたが、電子ペーパ３Ａ，３ＢのＲＦＩＤタグ１００に書込ドキュメントＩＤ
及び書込位置情報を書き込むようにし、それらの情報が必要なときにＲＦＩＤタグ１００
からそれらの情報を読み出すように構成してもよい。
【０１７３】
　また、本発明の各実施の形態に係る電子ペーパシステム１Ａ～１Ｃにおいて、電子ペー
パ３Ａ，３Ｂに書き込まれた画像に対応するドキュメントデータが更新された場合には、
更新されたことを電子ペーパ３Ａ，３Ｂに通知し、電子ペーパ３Ａ，３Ｂの画像記録領域
３０の画像を同期して更新するように構成してもよい。
【０１７４】
　また、本発明の各実施の形態で使用される画像処理プログラム４００は、ＣＤ－ＲＯＭ
等の記録媒体から装置内の記憶部に読み込んでもよく、インターネット等のネットワーク
に接続されているサーバ等から装置内の記憶部にダウンロードしてもよい。
【０１７５】
　また、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で上記各実施の形態の構成要素を任意に組み合
わせることができる。例えば、本発明の各実施の形態では、位置情報取得手段、追記デー
タ取得手段、座標変換手段、及び合成手段を、ＣＰＵ４１と画像処理プログラム４００に
よって実現したが、それらの一部または全部を特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Applic
ation Specific IC）等のハードウェアによって実現してもよい。
【０１７６】
　また、本発明の各実施の形態では、画像処理プログラム４００は１つのＣＰＵ４１によ
り実行されるものであるが、例えば、画像処理プログラム４００の備える処理を２つの画
像処理プログラムに分割して、大画面表示装置２Ａ，２Ｂとシステム制御装置４のＣＰＵ
によりそれぞれのプログラムを機能動作させるものであってもよいし、さらに細かく３つ
以上のプログラムに分割して、３つ以上の装置でそれらのプログラムを分散処理したもの
であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１７７】
【図１】図1は、本発明の第１の実施の形態に係る電子ペーパシステムの概略構成を示す
全体図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態に係る大画面表示装置の概略構成を示すブロ
ック図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態に係る電子ペーパの平面図である。
【図４】図４（ａ）、（ｂ）は、本発明の第１の実施の形態に係るそれぞれタイプの異な
る電子ペーパを示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る光書込電圧発生装置を示し、図５（ａ
）はその平面図、図５（ｂ）はその断面図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る光書込電圧発生装置の電圧発生回路を
示すブロック図である。
【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態に係る光書込電圧発生装置の電圧発生回路が
発生するパルス電圧を示すための図である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施の形態に係る手書き入力装置の概略構成を示す斜視
図である。
【図９】図９は、本発明の第１の実施の形態に係る手書き入力装置の制御回路を示すブロ
ック図である。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施の形態に係る大画面表示装置にドキュメントデ
ータを表示する動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１１（ａ）は、大画面表示部に表示された表示画像を示し、図１１（ｂ）は
、電子ペーパの画像記録領域に表示された書込画像を示すための図である
【図１２】図１２は、本発明の第１の実施の形態に係る大画面表示装置に表示された画像
の一部を電子ペーパに転写する動作を示すフローチャートである。
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【図１３】図１３は、本発明の第１の実施の形態に係る電子ペーパに追記された追記デー
タをドキュメントデータに合成する動作を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の第２の実施の形態に係る電子ペーパシステムの概略構成を
示す全体図である。
【図１５】図１５は、本発明の第２の実施の形態に係る追記データをドキュメントデータ
に合成する動作を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、本発明の第３の実施の形態に係る電子ペーパシステムの概略構成を
示す全体図である。
【図１７】図１７は、本発明の第３の実施の形態に係る大画面表示装置の概略構成を示す
ブロック図である。
【図１８】図１８は、本発明の第３の実施の形態に係る電子ペーパの平面図である。
【図１９】図１９は、本発明の第３の実施の形態に係る電子ペーパの制御回路を示すブロ
ック図である。
【図２０】図２０（ａ）は、大画面表示部に表示される表示画像を示し、図２０（ｂ）は
、システム制御装置により処理されるトリミング画像を示し、図２０（ｃ）は、電子ペー
パの画像記録領域に表示される書込画像を示すための図である。
【図２１】図２１は、大画面表示部に表示される表示画像を示すための図である。
【図２２】図２２は、本発明の第３の実施の形態に係る大画面表示装置に表示された画像
の一部を電子ペーパに転写する動作を示すフローチャートである。
【図２３】図２３は、本発明の第３の実施の形態に係る電子ペーパにより取得した追記デ
ータをドキュメントデータに合成する動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１７８】
１Ａ～１Ｃ　電子ペーパシステム
２Ａ，２Ｂ　大画面表示装置
３Ａ，３Ｂ　電子ペーパ
３ａ　表面
３ｂ　裏面
４　システム制御装置
５　文書管理サーバ
６　光書込電圧発生装置
７　手書き入力装置
８Ａ　端末
８Ｂ　携帯端末
１０　ネットワーク
１１　無線通信
２０　制御部
２１　大画面表示部
２１ａ　表示画面
２１ｂ　画像光
２２　画像メモリ
２３　操作コンソール部
２４　電界変動センサ
２５　位置検出部
２６　通信部
２８　タッチパネルセンサ
３０　画像記録領域
３１　枠部
３２Ａ，３２Ｂ　受電端子
３３　制御部
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３４　電子ペーパ操作部
３５　タッチパネルセンサ
３６　無線通信部
３７　記憶部
３８Ａ　信号電極駆動部
３８Ｂ　走査電極駆動部
３９　バッテリ
４０　記憶部
４１　ＣＰＵ
５０　ドキュメントリポジトリ
６０　電池
６１　ケース
６２　装着口
６２ａ，６２ｂ　当接面
６３　操作ボタン
６５Ａ，６５Ｂ　給電端子
６６Ａ，６６Ｂ　押圧ばね
６７Ａ，６７Ｂ　昇圧回路
６８Ａ，６８Ｂ　コンデンサバンク
６９　波形生成回路
７０　台紙
７１　位置情報提供シート
７２　ペン
７２ａ　クリーナ
７３　操作部
７４　制御部
７５　筆跡取得部
７６　筆跡記憶部
７７　透明ＥＬパネル
７８　無線通信部
１００　ＲＦＩＤタグ
１００ａ　ＩＣチップ
１０１，１０１Ａ，１０１Ｂ　ＲＦＩＤリーダ
１１０Ａ～１１０Ｃ　表示画像
１１０ａ～１１０ｄ　電子ペーパ接触位置
１１１　トリミング画像
１１１ａ　空白欄
１１２Ａ，１１２Ｂ　書込画像
１１３Ａ，１１３Ｂ　編集中マーク
３００Ａ，３００Ｂ　基板
３０１Ａ，３０１Ｂ　電極
３０２　液晶層
３０２ａ　マイクロカプセル
３０３　光導電層
３０４　光吸収層
３０５　隔離層
３０７　延在部
３４０　ボタン
３４１　終了ボタン
３５０　ペン
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３７０　筆跡データ
３７１　書込画像データ
３８１　信号電極
３８２　走査電極
４００　画像処理プログラム
４０１　電子ペーパ管理データ
４１０　位置情報取得手段
４１１　追記データ取得手段
４１２　座標変換手段
４１３　合成手段
１１００　棒グラフ
１１０１　表
１１０２　電子メール
１１０３　テキスト文
１１０４　時計

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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